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(57)【要約】
【課題】患者に処方された薬剤の処方期間の終了日を出
力すること。
【解決手段】情報提供装置１００は、診療情報マスタ１
０１から、患者ＩＤ「＃１」の患者に処方された薬剤の
処方日および処方期間を抽出する。診療情報マスタ１０
１は、処方日と処方薬剤と処方期間とを患者ＩＤごとに
記憶するデータベースである。情報提供装置１００は、
抽出した患者ＩＤ「♯１」の患者に処方された薬剤の処
方日および処方期間に基づいて、薬剤の処方終了日を算
出する。情報提供装置１００は、算出した薬剤の処方終
了日と患者の患者ＩＤ「♯１」とを関連付けてディスプ
レイに出力する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に第一の来院で処方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを前記患者の識別
情報ごとに記憶する記憶部の中から、第二の来院が必要な患者の条件に合致する患者に処
方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを抽出する抽出工程と、
　前記抽出工程によって抽出された前記薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とに基づいて
、前記薬剤の処方期間の終了日を算出する算出工程と、
　前記算出工程によって算出された前記薬剤の処方期間の終了日と、前記条件に合致する
患者の識別情報とを関連付けた前記第二の来院に関する情報を出力する出力工程と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする情報提供プログラム。
【請求項２】
　前記算出工程によって算出された前記薬剤の処方期間の終了日から現在日までの期間を
算出する他の算出工程を前記コンピュータに実行させ、
　前記出力工程は、
　前記他の算出工程によって算出された前記薬剤の処方期間の終了日から現在日までの期
間と、前記条件に合致する者の識別情報とを関連付けた前記第二の来院に関する情報を出
力することを特徴とする請求項１に記載の情報提供プログラム。
【請求項３】
　前記算出工程によって算出された算出結果に基づいて、前記条件に合致する患者に関す
る患者情報を表示画面に表示する際の表示形式を決定する決定工程を前記コンピュータに
実行させ、
　前記出力工程は、
　前記決定工程によって決定された前記表示形式により、前記患者情報を前記表示画面に
表示することを特徴とする請求項２に記載の情報提供プログラム。
【請求項４】
　前記決定工程は、
　前記他の算出工程によって算出された算出結果に基づいて、前記患者情報を前記表示画
面に表示する際の表示形式を決定することを特徴とする請求項３に記載の情報提供プログ
ラム。
【請求項５】
　前記出力工程は、
　複数の患者の各々の患者に処方された薬剤の処方期間の終了日が算出された結果、前記
各々の患者に関する患者情報を、前記各々の患者に処方された薬剤の処方期間の終了日が
早い順に並べて出力することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一つに記載の情報提
供プログラム。
【請求項６】
　前記記憶部は、患者が予約した診察の受診履歴と前記患者に第一の来院で処方された薬
剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを前記患者の識別情報ごとに記憶しており、
　前記抽出工程は、
　前記記憶部の中から、予約した診察を受診していないことを示す受診履歴を前記条件と
して、該条件に合致する患者に処方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを抽出す
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一つに記載の情報提供プログラム。
【請求項７】
　前記記憶部は、患者が予約した診察の予約日と前記診察の受診履歴と前記患者に第一の
来院で処方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを前記患者の識別情報ごとに記憶
しており、
　前記抽出工程は、
　前記記憶部の中から、現在日より前の予約日に予約した診察を受診していないことを示
す受診履歴を前記条件として、該条件に合致する患者に処方された薬剤の処方日と前記薬
剤の処方期間とを抽出することを特徴とする請求項６に記載の情報提供プログラム。
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【請求項８】
　前記他の算出工程によって算出された前記薬剤の処方期間の終了日から現在日までの期
間が所定日数以下か否かを判定する判定工程を前記コンピュータに実行させ、
　前記記憶部は、患者の端末の宛先情報を前記患者の識別情報ごとに記憶しており、
　前記抽出工程は、
　前記記憶部の中から、前記条件に合致する患者の端末の宛先情報を抽出し、
　前記出力工程は、
　前記判定工程によって前記所定日数以下と判定された場合、前記条件に合致する患者の
前記第二の来院を促す旨のメッセージ情報を、前記抽出工程によって抽出された前記宛先
情報を宛先として送信することを特徴とする請求項２乃至４のいずれか一つに記載の情報
提供プログラム。
【請求項９】
　前記記憶部は、患者が受検する検査の予約日を前記患者の識別情報ごとに記憶しており
、
　前記コンピュータに、
　前記記憶部の中から、いずれかの患者が受検する検査の予約日を抽出する検査日抽出工
程と、
　前記検査日抽出工程によって抽出された前記検査の予約日から現在日までの期間を算出
する期間算出工程と、
　前記期間算出工程によって算出された前記患者が受検する検査の予約日から現在日まで
の期間と、前記いずれかの患者の識別情報とを関連付けて出力する期間出力工程と、
　を実行させることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一つに記載の情報提供プログ
ラム。
【請求項１０】
　患者に第一の来院で処方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを前記患者の識別
情報ごとに記憶する記憶部と、
　前記記憶部の中から、第二の来院が必要な患者の条件に合致する患者に処方された薬剤
の処方日と前記薬剤の処方期間とを抽出する抽出部と、
　前記抽出部によって抽出された前記薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とに基づいて、
前記薬剤の処方期間の終了日を算出する算出部と、
　前記算出部によって算出された前記薬剤の処方期間の終了日と、前記条件に合致する患
者の識別情報とを関連付けた前記第二の来院に関する情報を出力する出力部と、
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【請求項１１】
　患者に第一の来院で処方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを前記患者の識別
情報ごとに記憶する記憶部を有するコンピュータが、
　前記記憶部の中から、第二の来院が必要な患者の条件に合致する患者に処方された薬剤
の処方日と前記薬剤の処方期間とを抽出する抽出工程と、
　前記抽出工程によって抽出された前記薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とに基づいて
、前記薬剤の処方期間の終了日を算出する算出工程と、
　前記算出工程によって算出された前記薬剤の処方期間の終了日と、前記条件に合致する
患者の識別情報とを関連付けた前記第二の来院に関する情報を出力する出力工程と、
　を実行することを特徴とする情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報を提供する情報提供プログラム、情報提供装置および情報提供方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来から、医療機関において、治療や投薬の経過観察などのために再度診察を受けたほ
うが好ましい患者に対して、来院を促す通知を行う技術がある。例えば、患者の患者ＩＤ
と該患者の次回来院の予定日時とを含む予約情報と、患者ＩＤ及び患者の電話番号又は電
子メールアドレスを含む顧客情報とに基づいて、患者に予約確認の通知を行う従来技術が
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１２８６９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術では、次回の来院が必要である患者に対して、来院に適した時
期を通知することが難しいという問題がある。なお、次回の来院が必要な患者は、例えば
、継続した治療や処方、さらなる検査が必要な患者である。このため、例えば、来院を促
す通知を受け取った患者が、継続的に薬剤を処方される患者である場合、来院に適した時
期がわからないことにより、処方された薬剤を来院前に使い切ってしまうことがある。
【０００５】
　本発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、患者に処方された薬剤の処
方期間の終了日を出力することができる情報提供プログラム、情報提供装置および情報提
供方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の一側面によれば、患者に第一の
来院で処方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを前記患者の識別情報ごとに記憶
する記憶部の中から、第二の来院が必要な患者の条件に合致する患者に処方された薬剤の
処方日と前記薬剤の処方期間とを抽出し、抽出された前記薬剤の処方日と前記薬剤の処方
期間とに基づいて、前記薬剤の処方期間の終了日を算出し、算出された前記薬剤の処方期
間の終了日と、前記条件に合致する患者の識別情報とを関連付けた前記第二の来院に関す
る情報を出力する情報提供プログラム、情報提供装置および情報提供方法が提案される。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一側面によれば、患者に処方された薬剤の処方期間の終了日を出力することが
できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、実施の形態にかかる情報提供方法の一実施例を示す説明図である。
【図２】図２は、実施の形態にかかる情報提供システムの一例を示す説明図である。
【図３】図３は、実施の形態にかかる情報提供装置のハードウェア構成を示すブロック図
である。
【図４】図４は、予約マスタの記憶内容の一例を示す説明図である。
【図５】図５は、患者病名マスタの記憶内容の一例を示す説明図である。
【図６】図６は、診療情報マスタの記憶内容の一例を示す説明図である。
【図７】図７は、患者個人情報マスタの記憶内容の一例を示す説明図である。
【図８】図８は、実施の形態にかかる情報提供装置の機能的構成を示すブロック図である
。
【図９】図９は、継続患者マスタの記憶内容の一例を示す説明図である。
【図１０】図１０は、算出結果登録マスタの記憶内容の一例を示す説明図である。
【図１１】図１１は、実施の形態にかかる情報提供装置の情報出力処理手順の一例を示す
フローチャートである。
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【図１２】図１２は、実施の形態にかかる情報提供装置の継続患者特定処理手順の一例を
示すフローチャートである。
【図１３】図１３は、実施の形態にかかる情報提供装置の出力情報算出処理手順の一例を
示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、情報提供装置の表示画面の具体例を示す説明図である。
【図１５】図１５は、患者端末の表示画面の具体例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に添付図面を参照して、本発明にかかる情報提供プログラム、情報提供装置および
情報提供方法の実施の形態を詳細に説明する。
【００１０】
（情報提供方法の一実施例）
　図１は、実施の形態にかかる情報提供方法の一実施例を示す説明図である。図１におい
て、情報提供装置１００は、診療情報マスタ１０１にアクセス可能なコンピュータである
。情報提供装置１００は、例えば、医師、看護師、医療事務員などの医療関係者によって
使用される。
【００１１】
　診療情報マスタ１０１は、処方日と処方薬剤と処方期間とを患者ＩＤごとに記憶するデ
ータベースである。患者ＩＤは、患者を識別するための識別情報であり、患者ごとに設定
される。処方日は、患者に薬剤が処方された日付である。処方薬剤は、患者に処方された
薬剤の名称である。処方薬剤としては、例えば、レンドルミン、ロヒプノール、インスリ
ン注射、ノルバスク錠、ブロプレス錠、リピトール錠などがある。処方期間は、患者に処
方された薬剤が無くなるまでの期間である。なお、診療情報マスタ１０１の詳細は、図６
に後述する。
【００１２】
　実施の形態において、情報提供装置１００は、再来院が必要な患者に薬剤が処方された
日付と処方期間から処方の切れる日付を求めて医師や看護師等に提示する。これにより、
医師や看護師等が、再来院が必要な患者が来院すべき適切な時期を判断して処方が切れる
までの再受診を促すことを可能にする。
【００１３】
　ここで、再来院が必要な患者とは、例えば、継続した治療、処方、検査などが必要な患
者である。本実施の形態では、再来院が必要となる患者の条件を規定することで、複数の
患者の中から再来院が必要な患者を特定する。再来院が必要となる患者の条件としては、
例えば、特定の薬剤が処方された患者、特定の病名の患者、特定の転帰の患者、特定の診
療科を受診した患者、特定の検査を受検した患者などがある。以下、再来院が必要な患者
ＩＤが「♯１」の患者に着目して、実施の形態にかかる情報提供装置１００の情報提供方
法の一実施例について説明する。
【００１４】
　（１）情報提供装置１００は、診療情報マスタ１０１から、患者ＩＤ「＃１」の患者に
処方された薬剤の処方日および処方期間を抽出する。図１の例では、処方日として「２０
１１年３月１日」が、処方期間として「７日間」が、それぞれ抽出される。
【００１５】
　（２）情報提供装置１００は、抽出した患者ＩＤ「♯１」の患者に処方された薬剤の処
方日および処方期間に基づいて、薬剤の処方終了日を算出する。図１の例では、処方日が
「２０１１年３月１日」であり、処方期間が「７日間」のため、処方終了日として「２０
１１年３月７日」が算出される。
【００１６】
　（３）情報提供装置１００は、算出した薬剤の処方終了日と患者の患者ＩＤ「♯１」と
を関連付けてディスプレイに出力する。図１の例では、薬剤の処方終了日「２０１１年３
月７日」と患者の患者ＩＤ「♯１」とが関連付けてディスプレイに出力されている。
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【００１７】
　情報提供装置１００によれば、医師、看護師、医療事務員などの医療関係者は、患者Ｉ
Ｄと関連付けて出力された薬剤の処方終了日を確認することにより、患者に処方された薬
剤の処方終了日を認識することができる。これにより、医療関係者は、患者に来院を推奨
する日を判断することができる。
【００１８】
　図１の例では、現在日が「２０１１年３月５日」である。現在日は、現在の日付である
。このため、医療関係者は、例えば、患者ＩＤが「＃１」の患者に対して、２日後に処方
期間が終了するため、２０１１年３月８日までに来院するように促す通知を行うことがで
きる。
【００１９】
（情報提供システムの一例）
　つぎに、実施の形態にかかる情報提供システムについて説明する。
【００２０】
　図２は、実施の形態にかかる情報提供システムの一例を示す説明図である。図２に示す
情報提供システム２００において、情報提供装置１００と、ｎ個の患者端末２０１－１～
２０１－ｎとは、インターネット、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、
ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などのネットワーク２４０を介して接続
されている。
【００２１】
　情報提供装置１００は、予約マスタ２１０、患者病名マスタ２２０、診療情報マスタ１
０１、患者個人情報マスタ２３０、継続患者マスタ２５０、算出結果登録マスタ２６０を
記憶している。予約マスタ２１０には、診療の予約情報が患者ＩＤごとに記憶されている
。予約情報は、例えば、診療の予約日や予約内容を示す情報を含む。予約マスタ２１０の
詳細は、図４に後述する。
【００２２】
　患者病名マスタ２２０には、病名情報が患者ＩＤごとに記憶されている。病名情報は、
例えば、患者の病名や患者の病気の転帰を示す情報を含む。患者病名マスタ２２０の詳細
は、図５に後述する。患者個人情報マスタ２３０には、患者に関する患者個人情報が記憶
されている。患者個人情報は、患者の個人情報であり、例えば、患者の氏名や患者の連絡
先を示す情報を含む。患者個人情報マスタ２３０の詳細は、図７に後述する。
【００２３】
　継続患者マスタ２５０には、継続患者の継続患者情報が記憶される。継続患者とは、継
続的に薬剤を処方されるべき患者、または継続的に検査されるべき患者である。継続患者
情報は、例えば、継続患者の患者ＩＤや継続患者に薬剤が処方された処方日を示す情報を
含む。継続患者マスタ２５０の詳細は、図９に後述する。算出結果登録マスタ２６０には
、情報提供装置１００によって算出された処方終了日などの情報が登録される。算出結果
登録マスタ２６０の詳細は、図１０に後述する。
【００２４】
　患者端末２０１－１～２０１－ｎは、各々の患者が使用する端末であり、例えば、患者
の携帯電話やＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）などである。なお、以下の説
明では、患者端末２０１－１～２０１－ｎのうち任意の端末を「患者端末２０１－ｉ」と
表記する（ｉ＝１，２，…，ｎ）。
【００２５】
（情報提供装置１００のハードウェア構成）
　図３は、実施の形態にかかる情報提供装置のハードウェア構成を示すブロック図である
。図３において、情報提供装置１００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）３０１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ‐Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０２と、ＲＡ
Ｍ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０３と、磁気ディスクドライブ３０
４と、磁気ディスク３０５と、光ディスクドライブ３０６と、光ディスク３０７と、Ｉ／
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Ｆ（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）３０８と、キーボード３０９と、マウス３１０と、ディスプレ
イ３１１と、を備えている。また、各構成部はバス３００によってそれぞれ接続されてい
る。
【００２６】
　ここで、ＣＰＵ３０１は、情報提供装置１００の全体の制御を司る。ＲＯＭ３０２は、
ブートプログラムなどのプログラムを記憶している。ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１のワ
ークエリアとして使用される。磁気ディスクドライブ３０４は、ＣＰＵ３０１の制御にし
たがって磁気ディスク３０５に対するデータのリード／ライトを制御する。磁気ディスク
３０５は、磁気ディスクドライブ３０４の制御で書き込まれたデータを記憶する。
【００２７】
　光ディスクドライブ３０６は、ＣＰＵ３０１の制御にしたがって光ディスク３０７に対
するデータのリード／ライトを制御する。光ディスク３０７は、光ディスクドライブ３０
６の制御で書き込まれたデータを記憶したり、光ディスク３０７に記憶されたデータをコ
ンピュータに読み取らせたりする。
【００２８】
　Ｉ／Ｆ３０８は、通信回線を通じてネットワーク２４０に接続され、このネットワーク
２４０を介して他のコンピュータに接続される。そして、Ｉ／Ｆ３０８は、ネットワーク
２４０と内部のインターフェースを司り、外部のコンピュータからのデータの入出力を制
御する。Ｉ／Ｆ３０８には、例えば、モデムやＬＡＮアダプタなどを採用することができ
る。
【００２９】
　キーボード３０９は、文字、数字、各種指示などの入力のためのキーを備え、データの
入力を行う。また、タッチパネル式の入力パッドやテンキーなどであってもよい。マウス
３１０は、カーソルの移動や範囲選択、あるいはウィンドウの移動やサイズの変更などを
行う。ポインティングデバイスとして同様に機能を備えるものであれば、トラックボール
やジョイスティックなどであってもよい。
【００３０】
　ディスプレイ３１１は、カーソル、アイコンあるいはツールボックスをはじめ、文書、
画像、機能情報などのデータを表示する。このディスプレイ３１１は、例えば、ＣＲＴ、
ＴＦＴ液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイなどを採用することができる。
【００３１】
　つぎに、予約マスタ２１０の記憶内容について説明する。予約マスタ２１０は、例えば
、情報提供装置１００のＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク
３０７などの記憶装置により実現される。
【００３２】
（予約マスタ２１０の記憶内容）
　図４は、予約マスタの記憶内容の一例を示す説明図である。図４において、予約マスタ
２１０は、患者ＩＤ、診療科、予約日、来院日、検査フラグおよび検査内容のフィールド
を有する。各フィールドに情報を設定することで、予約特性データ４００－１～４００－
ｍがレコードとして記憶されている。予約マスタ２１０に登録されている患者は、診察が
予約された患者である。
【００３３】
　ここで、患者ＩＤは、診察が行われた患者の識別番号である。診療科は、診察する専門
分野ごとの区分である。例えば、診療科には、消化器科、外科、精神科、呼吸器科、産婦
人科、放射線科、眼科、耳鼻科、泌尿器科などがある。予約日は、次回の診察の予約がさ
れている日付である。来院日は、患者が来院した日付であり、来院した際に書き込まれる
。すなわち、来院日が空欄である場合、来院していない患者であることを示す。
【００３４】
　検査フラグは、予約日に検査の予定があるか否かを示すフラグである。検査フラグがＯ
Ｎであるとは、予約日に検査の予定があることを示している。検査内容は、検査フラグが
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ＯＮである場合に実施される予定の検査の種別である。検査の種別は、例えば、胃カメラ
検査、Ｘ線検査、ＣＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）検査、ＭＲＩ（Ｍａ
ｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｅ）検査などである。
【００３５】
　一例として、予約特性データ４００－１を例に挙げると、患者ＩＤ「＃１」、診療科「
消化器科」、予約日「２０１１／０３／０４」、来院日無し、検査フラグ「ＯＮ」、検査
内容「胃カメラ検査」が記憶されている。なお、以下の説明では、予約特性データ４００
－１～４００－ｍのうち任意の予約特性データを「予約特性データ４００－ｊ」と表記す
る（ｊ＝１，２，…，ｍ）。
【００３６】
　つぎに、患者病名マスタ２２０の記憶内容について説明する。患者病名マスタ２２０は
、例えば、情報提供装置１００のＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光
ディスク３０７などの記憶装置により実現される。
【００３７】
（患者病名マスタ２２０の記憶内容）
　図５は、患者病名マスタの記憶内容の一例を示す説明図である。図５において、患者病
名マスタ２２０は、患者ＩＤ、診療科、病名および転帰のフィールドを有する。各フィー
ルドに情報を設定することで、患者病名特性データ５００－１～５００－ｐがレコードと
して記憶されている。
【００３８】
　ここで、病名は、患者が患っている病気の名称であり、例えば、胃潰瘍、不眠症、肺炎
、慢性腎不全、慢性関節リウマチ、糖尿病疾患、結核、高血圧症、糖尿病、高脂血症など
である。転帰は、転帰状態を示す転帰情報である。転帰状態とは、患者の病気の進行状態
である。転帰には、例えば、治癒、死亡、継続がある。治癒とは、病気が治ったことであ
る。死亡とは、患者が生存していないことである。継続とは、今後も治療が行われる予定
であることである。
【００３９】
　一例として、患者病名特性データ５００－１を例に挙げると、患者ＩＤ「＃１」、診療
科「消化器科」、病名「胃潰瘍」、転帰「治癒」が記憶されている。
【００４０】
　つぎに、診療情報マスタ１０１の記憶内容について説明する。診療情報マスタ１０１は
、例えば、情報提供装置１００のＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光
ディスク３０７などの記憶装置により実現される。
【００４１】
（診療情報マスタ１０１の記憶内容）
　図６は、診療情報マスタの記憶内容の一例を示す説明図である。図６において、診療情
報マスタ１０１は、患者ＩＤ、診療科、処方日、処方薬剤および処方期間のフィールドを
有する。各フィールドに情報を設定することで、診療情報特性データ６００－１～６００
－ｑがレコードとして記憶されている。
【００４２】
　一例として、診療情報特性データ６００－１を例に挙げると、患者ＩＤ「＃１」、診療
科「精神科」、処方日「２０１１／０３／０１」、処方薬剤「レンドルミン、ロヒプノー
ル」、処方期間「７日間」が記憶されている。
【００４３】
　つぎに、患者個人情報マスタ２３０の記憶内容について説明する。患者個人情報マスタ
２３０は、例えば、情報提供装置１００のＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３
０５、光ディスク３０７などの記憶装置により実現される。
【００４４】
（患者個人情報マスタ２３０の記憶内容）
　図７は、患者個人情報マスタの記憶内容の一例を示す説明図である。図７において、患
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者個人情報マスタ２３０は、患者ＩＤ、患者指名、住所、電話番号およびメールアドレス
のフィールドを有する。各フィールドに情報を設定することで、患者個人情報特性データ
７００－１～７００－ｒがレコードとして記憶されている。
【００４５】
　ここで、患者氏名は、患者の姓名である。住所は、患者の居住地である。電話番号は、
患者が所有する電話に付加された番号である。メールアドレスは、患者端末２０１－ｉに
メールを送信する際に、送信先を特定するために用いられる文字列である。
【００４６】
　一例として、患者個人情報特性データ７００－１を例に挙げると、患者ＩＤ「＃１」、
患者氏名「トウキョウ　タロウ」、住所「東京都港区・・・」、電話番号「０９０－○○
○○－○○○○」、メールアドレス「○○○＠○○○○」が記憶されている。
【００４７】
（情報提供装置１００の機能的構成例）
　つぎに、実施の形態にかかる情報提供装置１００の機能的構成例について説明する。図
８は、実施の形態にかかる情報提供装置の機能的構成を示すブロック図である。図８にお
いて、情報提供装置１００は、記憶部８０１と、抽出部８０２と、第１算出部８０３と、
第２算出部８０４と、判定部８０５と、出力部８０６と、決定部８０７とを含む構成であ
る。この制御部となる機能（記憶部８０１～決定部８０７）は、具体的には、例えば、図
３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの
記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１に実行させることにより、または、Ｉ／
Ｆ３０８により、その機能を実現する。各機能部の処理結果は、例えば、ＲＡＭ３０３、
磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶装置に記憶される。
【００４８】
　記憶部８０１は、患者に第一の来院で処方された薬剤の処方日と薬剤の処方期間と患者
が第一の来院で薬剤を処方された診療科と患者に第一の来院で処方された薬剤の名称とを
患者の識別情報ごとに記憶する。第一の来院とは、継続的な来院が必要な患者による来院
である。患者に第一の来院で処方された薬剤の処方日とは、例えば、上述した処方日であ
る。薬剤の処方期間とは、例えば、上述した処方期間である。患者が薬剤を処方された診
療科とは、例えば、上述した診療科である。患者に第一の来院で処方された薬剤の名称と
は、例えば、上述した処方薬剤である。患者の識別情報とは、患者を識別するために設定
された、患者ごとに異なる情報であり、例えば、上述した患者ＩＤである。具体的に、例
えば、記憶部８０１は、診療情報マスタ１０１を含む。
【００４９】
　また、記憶部８０１は、患者の病名と患者に第一の来院で処方された薬剤の処方日と薬
剤の処方期間とを患者の識別情報ごとに記憶する。患者の病名は、患者が患っている病気
の名称であり、患者に第一の来院で処方された薬剤は、患者が患っている病気に対して処
方された薬剤である。また、記憶部８０１は、患者の転帰状態を示す転帰情報と患者に処
方された薬剤の処方日と薬剤の処方期間とを患者の識別情報ごとに記憶する。具体的に、
例えば、記憶部８０１は、診療情報マスタ１０１および患者病名マスタ２２０を含む。
【００５０】
　また、記憶部８０１は、患者が予約した診察の受診履歴と患者が予約した診察の予約日
と患者の来院履歴と患者に処方された薬剤の処方日と薬剤の処方期間とを患者の識別情報
ごとに記憶する。患者が予約した診察の受診履歴は、予約した診察を患者が受診したか否
かを示す情報であり、例えば、予約マスタ２１０に来院日が登録されているか否かである
。具体的に、例えば、記憶部８０１は、診療情報マスタ１０１および予約マスタ２１０を
含む。
【００５１】
　また、記憶部８０１は、患者が受検する検査の予約日を患者の識別情報ごとに記憶する
。患者が受検する検査の予約日は、例えば、予約マスタ２１０における検査フラグがＯＮ
の予約特性データ４００－ｊの予約日である。
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【００５２】
　また、記憶部８０１は、患者の端末の宛先情報を患者の識別情報ごとに記憶している。
患者の端末とは、例えば、上述した患者端末２０１－ｉである。宛先情報とは、患者の端
末を特定するための情報であり、例えば、電話番号や、メールアドレスなどである。具体
的に、例えば、記憶部８０１は、患者個人情報マスタ２３０を含む。
【００５３】
　抽出部８０２は、記憶部８０１の中から、第二の来院が必要な患者の条件に合致する患
者に処方された薬剤の処方日と薬剤の処方期間とを抽出する。第二の来院とは、継続的な
来院が必要な患者による、第一の来院よりも後の来院である。第二の来院が必要な患者の
条件に合致する患者とは、再来院が必要な患者である。第二の来院が必要な患者の条件と
して、所定の条件が設定されている。患者に処方された薬剤の処方日と薬剤の処方期間と
を抽出するとは、記憶部８０１から、薬剤の処方日と薬剤の処方期間を選択し、所定の記
憶領域に記憶することである。具体的に、例えば、抽出部８０２が、第二の来院が必要な
患者の条件に合致する患者に処方された薬剤の処方日と薬剤の処方期間とを診療情報マス
タ１０１から選択し、継続患者マスタ２５０に記憶する。
【００５４】
　また、抽出部８０２は、記憶部８０１の中から、特定の病名を条件として、該条件に合
致する患者に処方された薬剤の処方日と薬剤の処方期間とを抽出することとしてもよい。
特定の病名とは、予め定められた所定の文字列が含まれる病名であれば、いずれの病名で
あってもよく、例えば、「慢性」などを含む病名や、「糖尿病」などの病名である。具体
的に、例えば、抽出部８０２が、病名が「糖尿病」である患者の患者ＩＤを患者病名マス
タ２２０から選択し、選択した患者ＩＤに関連付けて記憶された処方日と薬剤の処方期間
とを診療情報マスタ１０１から選択し、継続患者マスタ２５０に記憶する。
【００５５】
　また、抽出部８０２は、特定の病名の組み合わせに関連付けられた患者に処方された薬
剤の処方日と薬剤の処方期間とを抽出することとしてもよい。特定の病名の組み合わせに
は、例えば、「高血圧症」と「心臓病」との組み合わせや、「狭心症」と「脳梗塞」との
組み合わせが挙げられる。
【００５６】
　また、抽出部８０２は、記憶部８０１の中から、継続治療が必要である旨の転帰情報を
条件として、該条件に合致する患者に処方された薬剤の処方日と薬剤の処方期間とを抽出
することとしてもよい。継続治療が必要である旨の転帰情報には、例えば患者病名マスタ
２２０の転帰のフィールドにおける「継続」が挙げられる。具体的に、例えば、抽出部８
０２が、転帰が「継続」である患者の患者ＩＤを患者病名マスタ２２０から選択し、選択
した患者ＩＤに関連付けて記憶された処方日と薬剤の処方期間とを診療情報マスタ１０１
から選択し、継続患者マスタ２５０に記憶する。
【００５７】
　また、抽出部８０２は、記憶部８０１の中から、特定の診療科を条件として、該条件に
合致する患者に処方された薬剤の処方日と薬剤の処方期間とを抽出することとしてもよい
。特定の診療科とは、予め定められた診療科であればよく、例えば「精神科」などである
。具体的に、例えば、抽出部８０２が、診療科が「精神科」である患者の患者ＩＤに関連
付けて記憶された処方日と薬剤の処方期間とを診療情報マスタ１０１から選択し、継続患
者マスタ２５０に記憶する。
【００５８】
　また、抽出部８０２は、複数の診療科の組み合わせに関連付けられた患者に処方された
薬剤の処方日と薬剤の処方期間とを抽出することとしてもよい。複数の診療科の組み合わ
せには、例えば、「精神科」と「消化器科」との組み合わせや、「循環器科」と「脳外科
」との組み合わせが挙げられる。
【００５９】
　また、抽出部８０２は、記憶部８０１の中から、特定の名称の薬剤を条件として、該条
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件に合致する患者に該薬剤が処方された処方日と薬剤の処方期間とを抽出することとして
もよい。特定の名称の薬剤とは、予め定められた名称の薬剤であればよく、例えば「イン
スリン注射」などである。具体的に、例えば、抽出部８０２が、処方薬剤が「インスリン
注射」である患者の患者ＩＤに関連付けて記憶された処方日と薬剤の処方期間とを診療情
報マスタ１０１から選択し、継続患者マスタ２５０に記憶する。
【００６０】
　また、抽出部８０２は、複数の薬剤の組み合わせに関連付けられた患者に処方された薬
剤の処方日と薬剤の処方期間とを抽出することとしてもよい。複数の薬剤の組み合わせに
は、例えば、「レンドルミン」と「ロヒプノール」との組み合わせや、「ノルバスク錠」
と「ブロプレス錠」との組み合わせが挙げられる。
【００６１】
　また、抽出部８０２は、記憶部８０１の中から、予約した診察を受診していないことを
示す受診履歴を条件として、該条件に合致する患者に処方された薬剤の処方日と薬剤の処
方期間とを抽出することとしてもよい。予約した診察を受診していないことを示す受診履
歴を条件として、該条件に合致する患者とは、予約した診察に対する受診履歴が登録され
ていない患者である。具体的に、例えば、抽出部８０２が、予約マスタ２１０から来院日
が登録されていない予約特性データ４００－ｊを選択する。そして、抽出部８０２が、選
択した予約特性データ４００－ｊの患者ＩＤに関連付けて記憶された処方日と薬剤の処方
期間とを診療情報マスタ１０１から選択し、継続患者マスタ２５０に記憶する。
【００６２】
　また、抽出部８０２は、記憶部８０１の中から、現在日より前の予約日に予約した診察
を受診していないことを示す受診履歴を条件として、該条件に合致する患者に処方された
薬剤の処方日と薬剤の処方期間とを抽出することとしてもよい。現在日より前の予約日に
予約した診察を受診していないことを示す受診履歴を条件として、該条件に合致する患者
とは、予約した診察に対する受診履歴がない患者であり、且つ、予約日が現在日よりも前
の患者である。具体的に、例えば、抽出部８０２が、現在日を取得し、予約マスタ２１０
から来院日が登録されていない予約特性データのうち、予約日が現在日よりも前の予約特
性データ４００－ｊを選択する。そして、抽出部８０２が、選択した予約特性データ４０
０－ｊの患者ＩＤに関連付けて記憶された処方日と薬剤の処方期間とを診療情報マスタ１
０１から選択し、継続患者マスタ２５０に記憶する。
【００６３】
　また、第二の来院が必要な患者の条件は、上述した病名、転帰情報、診療科、薬剤の名
称のうち、二つ以上の条件を有することとしてもよい。例えば、抽出部８０２は、特定の
病名と特定の診療科に関連付けられた患者に処方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期
間とを抽出することとしてもよい。また、例えば、抽出部８０２は、継続治療が必要であ
る旨の転帰情報と特定の薬剤の名称に関連付けられた患者に処方された薬剤の処方日と前
記薬剤の処方期間とを抽出することとしてもよい。条件の組み合わせについては、これら
に限るものではない。
【００６４】
　また、抽出部８０２は、記憶部８０１の中から、条件に合致する患者が受検する検査の
予約日を抽出することとしてもよい。具体的に、例えば、抽出部８０２が、予約マスタ２
１０から、検査フラグがＯＮである予約特性データ４００－ｊを特定し、特定した予約特
性データ４００－ｊから予約日を抽出し、抽出した予約日を継続患者マスタ２５０に記憶
する。
【００６５】
　また、抽出部８０２は、記憶部８０１の中から、条件に合致する患者の端末の宛先情報
を抽出することとしてもよい。具体的に、例えば、抽出部８０２が、患者個人情報マスタ
２３０から、特定の患者ＩＤに関連付けられたメールアドレスを抽出する。
【００６６】
　第１算出部８０３は、抽出部８０２によって抽出された薬剤の処方日と薬剤の処方期間
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とに基づいて、薬剤の処方期間の終了日を算出する。薬剤の処方期間の終了日とは、例え
ば、上述した処方終了日である。具体的に、例えば、第１算出部８０３が、継続患者マス
タ２５０に記憶された薬剤の処方日および処方期間を参照して、薬剤の処方期間の終了日
を算出し、算出結果を算出結果登録マスタ２６０に登録する。
【００６７】
　より具体的に、例えば、処方日が３月３日であり、処方期間は６日間である場合、薬剤
の処方期間の終了日は３月８日または３月９日である。例えば、１日１回の服用が指定さ
れている薬剤であれば、薬剤の処方期間の終了日は３月８日である。また、例えば、１日
２回以上の服用が指定されている薬剤であり、３月３日に１日分の薬剤を服用する服用方
法の薬剤であれば、薬剤の処方期間の終了日は３月９日である。３月３日に１日分の薬剤
を服用する服用方法であるとは、例えば、毎日朝晩に１錠ずつ服用する薬剤が夕方に処方
された場合などが挙げられる。
【００６８】
　第１算出部８０３は、抽出部８０２によって抽出された検査の予約日から現在日までの
期間を算出することとしてもよい。具体的には、例えば、第１算出部８０３が、継続患者
マスタ２５０に記憶された検査日を参照して、検査日から現在日までの期間を算出し、算
出結果を算出結果登録マスタ２６０に登録する。
【００６９】
　第２算出部８０４は、第１算出部８０３によって算出された薬剤の処方期間の終了日か
ら現在日までの期間を算出する。第１算出部８０３によって算出された薬剤の処方期間の
終了日とは、例えば、算出結果登録マスタ２６０に登録された処方終了日である。薬剤の
処方期間の終了日から現在日までの期間とは、薬剤の処方期間が終了するまでの残余期間
である。
【００７０】
　本実施の形態においては、薬剤の処方期間の終了日から現在日までの期間を「残余日数
」という。なお、残余期間が正の日数である場合、薬剤の処方期間の終了日が現在日より
も後であることを示し、残余期間が負の日数である場合、薬剤の処方期間の終了日が現在
日よりも前であることを示す。薬剤の処方期間の終了日が現在日よりも前であるとは、す
なわち、処方が切れていることを示している。具体的に、例えば、第２算出部８０４が、
現在日を取得し、算出結果登録マスタ２６０に登録された薬剤の処方期間の終了日から現
在日を減算して残余日数を算出し、算出結果を算出結果登録マスタ２６０に登録する。
【００７１】
　判定部８０５は、第２算出部８０４によって算出された薬剤の処方期間の終了日から現
在日までの期間が所定日数以下か否かを判定する。所定日数とは、予め設定されている日
数であれば、いずれの日数であってもよい。具体的に、例えば、判定部８０５が、算出結
果登録マスタ２６０に登録された残余日数が、３日以下であるか否かを判定する。
【００７２】
　出力部８０６は、第１算出部８０３によって算出された薬剤の処方期間の終了日と、条
件に合致する患者の識別情報とを関連付けた第二の来院に関する情報を出力する。出力す
るとは、例えば、ディスプレイ３１１に表示したり、患者端末２０１－ｉなどの他の端末
へ送信したり、記憶領域に書き込んだり、プリンタに印刷させたりすることである。
【００７３】
　具体的に、例えば、出力部８０６が、算出結果登録マスタ２６０に登録されている処方
終了日と患者ＩＤとを関連付けてディスプレイ３１１に表示する。これにより、情報提供
装置１００は、情報提供装置１００のユーザに対し、患者ごとの処方終了日を認識させる
ことができる。
【００７４】
　また、情報提供装置１００は、情報提供装置１００のユーザに対し、特定の病名の患者
や、特定の診療科の診察を受診する患者や、特定の転帰の患者や、特定の薬剤が処方され
ている患者ごとに、処方終了日を認識させることができる。また、情報提供装置１００は
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、情報提供装置１００のユーザに対し、予約した診察を受診していない患者や、現在日よ
り前の予約日に予約した診察を受診していない患者ごとに、処方終了日を認識させること
ができる。
【００７５】
　また、出力部８０６は、第２算出部８０４によって算出された薬剤の処方期間の終了日
から現在日までの期間と、条件に合致する患者の識別情報とを関連付けて出力することと
してもよい。具体的に、例えば、出力部８０６が、算出結果登録マスタ２６０に登録され
ている残余日数と患者ＩＤとを関連付けてディスプレイ３１１に表示する。これにより、
情報提供装置１００は、情報提供装置１００のユーザに対し、患者ごとの残余日数を一目
で認識させることができる。
【００７６】
　また、出力部８０６は、複数の患者の各々の患者に処方された薬剤の処方期間の終了日
が算出された結果、各々の患者に関する患者情報を、各々の患者に処方された薬剤の処方
期間の終了日が早い順に並べて出力することとしてもよい。これにより、情報提供装置１
００は、情報提供装置１００のユーザに対し、処方した薬剤が早く切れる患者を一目で認
識させることができる。つまり、ユーザは、より早く次回予約を喚起すべき患者を把握す
ることができる。
【００７７】
　患者情報は、条件に合致する患者の識別情報と条件に合致する患者に処方された薬剤の
処方期間の終了日とを含むこととしてもよい。また、患者情報は、条件に合致する患者の
識別情報と条件に合致する患者に処方された薬剤の処方期間の終了日から現在日までの期
間とを含むこととしてもよい。
【００７８】
　また、出力部８０６は、判定部８０５によって所定日数以下と判定された場合、条件に
合致する患者の第二の来院を促す旨のメッセージ情報を、抽出部８０２によって抽出され
た宛先情報を宛先として送信することとしてもよい。具体的に、例えば、出力部８０６が
、判定部８０５によって所定日数以下と判定された場合、抽出部８０２によって抽出され
たメールアドレスを宛先として「来院してください」といったメッセージを含むメールを
送信する。
【００７９】
　また、出力部８０６は、判定部８０５によって所定日数以下と判定された場合、条件に
合致する患者に薬剤が処方された診療科の診療の予約を促す旨のメッセージ情報を条件に
合致する患者の端末に送信することとしてもよい。具体的に、例えば、出力部８０６が、
判定部８０５によって所定日数以下と判定された場合、患者端末２０１－ｉに「来院のご
予約をお願いいたします」といったメッセージを含むメールを送信する。
【００８０】
　また、出力部８０６は、第１算出部８０３によって算出された患者が受検する検査の予
約日から現在日までの期間と、条件に合致する患者の識別情報とを関連付けて出力するこ
ととしてもよい。具体的に、例えば、出力部８０６が、算出結果登録マスタ２６０に登録
されている検査日から現在日までの期間と患者ＩＤとを関連付けてディスプレイ３１１に
表示する。
【００８１】
　決定部８０７は、第１算出部８０３によって算出された算出結果に基づいて、条件に合
致する患者に関する患者情報を表示画面に表示する際の表示形式を決定する。表示画面と
は、画像を表示可能な媒体であり、例えば、上述したディスプレイ３１１である。表示形
式とは、例えば、表示する際の背景の色調、文字列のフォント、アイコンの付加の有無、
メッセージの付加の有無などである。具体的に、決定部８０７は、ＲＯＭ３０２、ＲＡＭ
３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などに記憶されている表示形式を決定す
るための形式決定用規則に基づいて、表示形式を決定する。
【００８２】
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　形式決定用規則は、絶対的な規則であってもよいし、他の患者との相対的な規則であっ
てもよい。例えば、形式決定用規則は、薬剤の処方期間の終了日が現在日よりも後である
か前であるかで異なる表示形式となるよう設定されていることとしてもよい。また、例え
ば、形式決定用規則は、複数の患者に関する患者情報のうち、薬剤の処方期間の終了日の
早い所定数の患者に関する患者情報と、それ以外の患者に関する患者情報とで、異なる表
示形式となるように設定されていることとしてもよい。
【００８３】
　また、決定部８０７は、第２算出部８０４によって算出された算出結果に基づいて、患
者情報を表示画面に表示する際の表示形式を決定することとしてもよい。具体的に、例え
ば、決定部８０７は、形式決定用規則に基づいて、算出結果登録マスタ２６０の残余日数
が４日以上であれば白色、残余日数が０日～３日であれば黄色、残余日数が負の数であれ
ば赤色、などと患者情報を出力する際の背景の色調を決定する。
【００８４】
　また、出力部８０６は、決定部８０７によって決定された表示形式により、患者情報を
表示画面に表示することとしてもよい。これにより、情報提供装置１００は、情報提供装
置１００のユーザに対し、患者ごとの処方終了日を、視覚的に容易に認識させることがで
きる。
【００８５】
　つぎに、継続患者マスタ２５０の記憶内容について説明する。継続患者マスタ２５０は
、例えば、情報提供装置１００のＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光
ディスク３０７などの記憶装置により実現される。
【００８６】
（継続患者マスタ２５０の記憶内容）
　図９は、継続患者マスタの記憶内容の一例を示す説明図である。図９において、継続患
者マスタ２５０は、患者ＩＤ、診療科、処方日、処方期間および検査日のフィールドを有
する。各フィールドに情報を設定することで、継続患者特性データ９００－１～９００－
ｘがレコードとして記憶されている。各レコードは、継続患者であると判定された場合に
登録される。
【００８７】
　検査日は、検査が実施される予定の予約日であり、検査が実施される予定でない継続患
者の継続患者特性データには、検査日は記載されない。また、薬剤が処方されていない継
続患者の継続患者特性データにおける処方日および処方期間は、記載されない。
【００８８】
　一例として、継続患者特性データ９００－１を例に挙げると、患者ＩＤ「＃１」、診療
科「精神科」、処方日「２０１１／０３／０１」、処方期間「７日間」が記憶されている
。なお、以下の説明では、継続患者特性データ９００－１～９００－ｘのうち任意の予約
特性データを「継続患者特性データ９００－ｋ」と表記する（ｋ＝１，２，…，ｘ）。
【００８９】
　つぎに、算出結果登録マスタ２６０の記憶内容について説明する。算出結果登録マスタ
２６０は、例えば、情報提供装置１００のＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３
０５、光ディスク３０７などの記憶装置により実現される。
【００９０】
（算出結果登録マスタ２６０の記憶内容）
　図１０は、算出結果登録マスタの記憶内容の一例を示す説明図である。図１０において
、算出結果登録マスタ２６０は、患者ＩＤ、処方終了日および残余日数のフィールドを有
する。各フィールドに情報を設定することで、算出結果特性データ１０００－１～１００
０－ｙがレコードとして記憶されている。各レコードは、継続患者であると判定された場
合に登録される。
【００９１】
　ここで、処方終了日は、処方期間が終了する日付と、検査日とを含む。また、残余日数
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は、現在日から処方期間が終了する日までの日数と、現在日から検査日までの日数とを含
む。一例として、算出結果特性データ１０００－１を例に挙げると、患者ＩＤ「＃９３１
１」、処方終了日「２０１１／０３／２０」、残余日数「５日間」が記憶されている。
【００９２】
（情報提供装置１００の情報出力処理手順）
　図１１は、実施の形態にかかる情報提供装置の情報出力処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。情報出力処理は、ＣＰＵ３０１によって実行される処理である。情報出力
処理において、情報提供装置１００は、まず、現在時刻が所定の時刻であるか否かを判定
し（ステップＳ１１０１）、所定の時刻でない場合（ステップＳ１１０１Ｎｏ）、所定の
時刻になるまで待機する。所定の時刻は、任意の時刻が設定されているものであればよく
、例えば午前１０：００などである。その場合、すなわち、毎日午前１０：００に、以下
の処理が実行されることとなる。
【００９３】
　ステップＳ１１０１において、現在時刻が所定の時刻である場合（ステップＳ１１０１
：Ｙｅｓ）、情報提供装置１００は、継続患者特定処理を実行する（ステップＳ１１０２
）。継続患者特定処理は、継続患者を特定する処理であり、その詳細は、図１２に後述す
る。
【００９４】
　ステップＳ１１０２の後、情報提供装置１００は、出力する情報を算出し、算出結果登
録マスタ２６０に登録する出力情報算出処理を実行する（ステップＳ１１０３）。出力情
報算出処理の詳細は、図１３に後述する。
【００９５】
　ステップＳ１１０３の後、情報提供装置１００は、算出結果登録マスタ２６０を参照し
て、残余日数が３日以内の患者がいるか否かを判定する（ステップＳ１１０４）。そして
、残余日数が３日以内の患者がいる場合（ステップＳ１１０４：Ｙｅｓ）、情報提供装置
１００は、患者ＩＤを参照して患者個人情報を患者個人情報マスタ２３０から抽出する（
ステップＳ１１０５）。
【００９６】
　ステップＳ１１０５の後、情報提供装置１００は、抽出した患者個人情報に含まれるメ
ールアドレスを用いて、来院を促す旨のメールを患者端末２０１－ｉへ送信し（ステップ
Ｓ１１０６）、後述するステップＳ１１０７へ移行する。メールを受信した患者端末２０
１－ｉのディスプレイの表示例については、図１５に後述する。また、ステップＳ１１０
４において、残余日数が３日以内の患者がいない場合（ステップＳ１１０４：Ｎｏ）、後
述するステップＳ１１０７へ移行する。
【００９７】
　ステップＳ１１０７においては、ステップＳ１１０３において登録された情報を、情報
提供装置１００は、処方終了日が早い順に整理し（ステップＳ１１０７）、残余日数を参
照して表示色を決定する（ステップＳ１１０８）。その際、情報提供装置１００は、例え
ば、残余日数が４日以上であれば白色、残余日数が０日～３日であれば黄色、残余日数が
負の数であれば、すなわち、処方が切れている場合や検査予定日が過ぎている場合は赤色
、などと決定する。
【００９８】
　ステップＳ１１０８の後、情報提供装置１００は、ステップＳ１１０７およびステップ
Ｓ１１０８の結果を参照して、表示画面を作成し（ステップＳ１１０９）、作成した表示
画面をディスプレイ３１１に表示する（ステップＳ１１１０）。その際の表示例を、図１
４に後述する。情報提供装置１００は、ステップＳ１１１０の後、本フローチャートの一
連の処理を終了する。
【００９９】
　情報提供装置１００は、上述した情報出力処理を実行することにより、処方が終了する
日と患者の識別情報とをディスプレイ３１１に表示することができる。これにより、情報
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提供装置１００のユーザに対して、来院すべき患者を認識させることができる。したがっ
て、情報提供装置１００のユーザから患者へ、処方した薬剤が切れることにより受診を推
奨する日を通知させることができる。
【０１００】
　また、情報提供装置１００は、上述した情報出力処理を実行することにより、検査を実
施する予定の日と患者の識別情報とをディスプレイ３１１に表示することができる。これ
により、患者に対して、検査の実施のために来院を推奨する日を認識させることができる
。
【０１０１】
　また、情報提供装置１００は、上述した情報出力処理を実行することにより、処方終了
日が早い順に整理して、処方が終了する日と患者の識別情報とをディスプレイ３１１に表
示することができる。これにより、情報提供装置１００のユーザに対して、早期に来院す
べき患者を視覚的に認識させやすくすることができる。
【０１０２】
　また、情報提供装置１００は、上述した情報出力処理を実行することにより、残余日数
を参照した色が付加された、処方が終了する日と患者の識別情報とをディスプレイ３１１
に表示することができる。これにより、情報提供装置１００のユーザに対して、早期に来
院すべき患者を視覚的に認識させやすくすることができる。
【０１０３】
　また、ステップＳ１１０１の処理を行うことにより、１日に１回、患者情報の出力を行
うこととしているが、これに限るものではない。例えば、情報提供装置１００は、患者情
報を１日あたり複数回出力することとしてもよいし、また、ユーザからの出力要求の入力
を受け付けた場合に、患者情報の出力を行うこととしてもよい。
【０１０４】
（情報提供装置１００の継続患者特定処理手順）
　図１２は、実施の形態にかかる情報提供装置の継続患者特定処理手順の一例を示すフロ
ーチャートである。継続患者特定処理は、ＣＰＵ３０１によって実行される処理である。
継続患者特定処理において、情報提供装置１００は、まず、ｊに「１」を代入する（ステ
ップＳ１２０１）。そして、情報提供装置１００は、予約マスタ２１０から予約特性デー
タ４００－ｊを抽出する（ステップＳ１２０２）。
【０１０５】
　ステップＳ１２０２の後、情報提供装置１００は、抽出した予約特性データ４００－ｊ
の検査フラグがＯＮであるか否かを判定する（ステップＳ１２０３）。検査フラグがＯＮ
である場合（ステップＳ１２０３：Ｙｅｓ）、情報提供装置１００は、予約特性データ４
００－ｊの患者ＩＤを参照して、継続患者情報を継続患者マスタ２５０に登録する（ステ
ップＳ１２０４）。
【０１０６】
　その際、情報提供装置１００は、患者ＩＤおよび診療科に関連付けられた処方日と処方
期間とを診療情報マスタ１０１から抽出し、継続患者マスタ２５０に登録する。また、そ
の際、情報提供装置１００は、予約特性データ４００－ｊにおける検査の予約日を継続患
者マスタ２５０に登録する。これにより、情報提供装置１００は、検査の実施予定のある
患者を継続患者として登録している。
【０１０７】
　また、情報提供装置１００は、検査フラグがＯＮである患者を継続患者として登録する
こととするが、検査フラグがＯＮであり、且つ、所定の条件を満たした患者を、継続患者
として登録することとしてもよい。例えば、検査フラグがＯＮであり、且つ、特定の病名
である患者や、検査フラグがＯＮである患者を継続患者として登録することとしてもよい
。特定の病名とは、例えば、結核や、高血圧症や、糖尿病や、高脂血症など、継続した検
査の実施が推奨される病名であることが好ましい。
【０１０８】
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　また、ステップＳ１２０３において、検査フラグがＯＦＦである場合（ステップＳ１２
０３：Ｎｏ）、情報提供装置１００は、予約特性データ４００－ｊの診療科が精神科であ
るか否かを判定する（ステップＳ１２０５）。精神科である場合（ステップＳ１２０５：
Ｙｅｓ）、情報提供装置１００は、ステップＳ１２０４に移行する。これにより、情報提
供装置１００は、診療科が精神科である患者を継続患者として登録している。
【０１０９】
　また、予約特性データ４００－ｊの診療科が精神科でない場合（ステップＳ１２０５：
Ｎｏ）、情報提供装置１００は、予約特性データ４００－ｊの患者ＩＤと診療科を参照し
て、患者病名マスタ２２０から病名情報を抽出する（ステップＳ１２０６）。そして、情
報提供装置１００は、抽出した病名情報の病名に「慢性」が含まれるか否かを判定する（
ステップＳ１２０７）。
【０１１０】
　病名に「慢性」が含まれる場合（ステップＳ１２０７：Ｙｅｓ）、情報提供装置１００
は、病名情報の転帰が「継続」であるか否かを判定し（ステップＳ１２０８）、転帰が「
継続」である場合（ステップＳ１２０８：Ｙｅｓ）、ステップＳ１２０４に移行する。こ
れにより、病名に「慢性」が含まれ、且つ、転帰が「継続」である患者を継続患者として
登録している。上述したように、情報提供装置１００は、病名に「慢性」が含まれ、且つ
、転帰が「継続」である患者を継続患者として登録することとするが、病名にかかわらず
、転帰が「継続」である患者を継続患者として登録することとしてもよい。また、情報提
供装置１００は、転帰にかかわらず、病名に「慢性」が含まれる患者を継続患者として登
録することとしてもよい。
【０１１１】
　また、ステップＳ１２０８において、転帰が「継続」でない場合（ステップＳ１２０８
：Ｎｏ）、予約特性データ４００－ｊの患者ＩＤと診療科を参照して、診療情報マスタ１
０１から診療情報を抽出する（ステップＳ１２０９）。また、ステップＳ１２０７におい
て、病名に「慢性」が含まれない場合（ステップＳ１２０７：Ｎｏ）、情報提供装置１０
０は、ステップＳ１２０９へ移行する。
【０１１２】
　ステップＳ１２０９の後、情報提供装置１００は、ステップＳ１２０９において抽出し
た診療情報の処方薬剤が「インスリン注射」であるか否かを判定する（ステップＳ１２１
０）。診療情報の処方薬剤が「インスリン注射」である場合（ステップＳ１２１０：Ｙｅ
ｓ）、情報提供装置１００は、ステップＳ１２０４へ移行する。これにより、情報提供装
置１００は、インスリン注射が処方された患者を継続患者として特定する。
【０１１３】
　ステップＳ１２０４の後、情報提供装置１００は、ｊに「１」を加算し（ステップＳ１
２１１）、加算したｊがｍより大きいか否かを判定する（ステップＳ１２１２）。加算し
たｊがｍ以下である場合（ステップＳ１２１２：Ｎｏ）、情報提供装置１００は、ステッ
プＳ１２０２へ移行する。また、ステップＳ１２１２において、加算したｊがｍより大き
い場合（ステップＳ１２１２：Ｙｅｓ）、本フローチャートの一連の処理を終了する。す
なわち、ｊがｍより大きくなるまで、情報提供装置１００は、ステップＳ１２０２～ステ
ップＳ１２１２を繰り返し実行する。
【０１１４】
　また、ステップＳ１２１０において、診療情報の処方薬剤が「インスリン注射」でない
場合（ステップＳ１２１０：Ｎｏ）、情報提供装置１００は、ステップＳ１２１１へ移行
する。ステップＳ１２１０において、診療情報の処方薬剤が「インスリン注射」でないと
は、すなわち、ステップＳ１２０２にて抽出した予約特性データ４００－ｊが、継続患者
の予約特性データでないことである。
【０１１５】
　情報提供装置１００は、上述した継続患者特定処理を実行することにより、継続患者を
特定し、継続患者マスタ２５０を作成することができる。
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【０１１６】
　また、ステップＳ１２０６において、患者ＩＤおよび診療科に関連付けられた病名情報
が複数ある場合、情報提供装置１００は、それぞれの病名情報に対してステップＳ１２０
７以降の処理を行うこととしてもよい。そして、複数の病名情報に対して継続患者の病名
情報であると判定した場合、例えば、情報提供装置１００は、処方終了日が早い方の病名
情報に応じたデータを、継続患者マスタ２５０に登録することとしてもよい。
【０１１７】
　また、ステップＳ１２０９において、患者ＩＤおよび診療科に関連付けられた診療情報
が複数ある場合、情報提供装置１００は、それぞれの診療情報に対してステップＳ１２１
０以降の処理を行うこととしてもよい。
【０１１８】
（情報提供装置１００の出力情報算出処理手順）
　図１３は、実施の形態にかかる情報提供装置の出力情報算出処理手順の一例を示すフロ
ーチャートである。出力情報算出処理は、ＣＰＵ３０１によって実行される処理である。
出力情報算出処理において、情報提供装置１００は、まず、ｋに「１」を代入する（ステ
ップＳ１３０１）。そして、情報提供装置１００は、継続患者マスタ２５０から継続患者
特性データ９００－ｋを抽出する（ステップＳ１３０２）。
【０１１９】
　ステップＳ１３０２の後、情報提供装置１００は、抽出した継続患者特性データ９００
－ｋの処方日と処方期間とを参照して、処方終了日を算出する（ステップＳ１３０３）。
なお、情報提供装置１００は、ステップＳ１３０３において、継続患者特性データ９００
－ｋに処方日と処方期間の情報が含まれずに検査日の情報が含まれる場合、検査日を処方
終了日とする。
【０１２０】
　その後、情報提供装置１００は、算出した処方終了日と現在日を参照して残余日数を算
出する（ステップＳ１３０４）。ステップＳ１３０４の後、情報提供装置１００は、ステ
ップＳ１３０３およびステップＳ１３０４の算出結果を算出結果登録マスタ２６０に登録
する（ステップＳ１３０５）。そして、情報提供装置１００は、ｋを「１」加算し（ステ
ップＳ１３０６）、加算したｋがｘよりも大きいか否かを判定する（ステップＳ１３０７
）。
【０１２１】
　ステップＳ１３０７において、ｋがｘ未満である場合（ステップＳ１３０７：Ｎｏ）、
情報提供装置１００は、ステップＳ１３０２へ移行する。すなわち、ｋがｘより大きくな
るまで、情報提供装置１００は、ステップＳ１３０２～ステップＳ１３０７を繰り返し実
行する。また、ステップＳ１３０７において、ｋがｘよりも大きい場合（ステップＳ１３
０７：Ｙｅｓ）、情報提供装置１００は、本フローチャートの一連の処理を終了する。
【０１２２】
　情報提供装置１００は、上述した出力情報算出処理を実行することにより、継続患者の
処方終了日および残余日数を算出結果登録マスタ２６０に登録することができる。
【０１２３】
（情報提供装置１００の表示画面の具体例）
　図１４は、情報提供装置の表示画面の具体例を示す説明図である。図１４において、情
報提供装置１００のディスプレイ３１１に表示された出力情報１４００は、現在日の情報
と、氏名、予約日、処方終了日、残余日数、電話番号、メール送付が患者ＩＤに関連付け
られた情報（以下「処方情報」という）を含む。メール送付は、患者に対して来院や予約
を促すメールが送信された日付を示しており、未送信である場合は空欄になっている。ま
た、検査を実施する予約がされている場合、予約日の項目において検査を実施する旨が記
載されている。
【０１２４】
　出力情報１４００において、各処方情報は、処方終了日が早い順に上から並べられて表



(19) JP 2012-203891 A 2012.10.22

10

20

30

40

50

示されている。これにより、情報提供装置１００のユーザは、どの患者の処方終了日が早
いかを一目で確認することができる。
【０１２５】
　また、出力情報１４００において、各処方情報は、残余日数に基づいた色が付加された
背景にて表示されている。これにより、情報提供装置１００のユーザは、どの患者の処方
終了日が早いかを一目で確認することができる。
【０１２６】
（患者端末２０１－ｉの表示画面の具体例）
　図１５は、患者端末の表示画面の具体例を示す説明図である。図１５において、患者端
末２０１－ｉのディスプレイに表示された出力情報１５００は、患者端末２０１－ｉが情
報提供装置１００から受診したメールの文字列である。
【０１２７】
　出力情報１５００には、処方終了日の情報１５０１と、来院を促す情報１５０２と、予
約を促す情報１５０３と、残余日数１５０４とが含まれる。これにより、患者に対して、
いつまでに予約および来院をすべきかを認識させることができる。
【０１２８】
　以上説明した実施の形態にかかる情報提供装置１００によれば、処方日と処方期間とか
ら処方終了日を算出し、算出した処方終了日を患者ＩＤと関連付けて、ディスプレイ３１
１に出力することとした。これにより、情報提供装置１００のユーザは、患者ごとの処方
終了日を認識することができるため、患者に対して、適切な時期の来院を促すことができ
る。
【０１２９】
　また、情報提供装置１００によれば、「慢性」が含まれる病名の患者の患者ＩＤと処方
終了日とを関連付けて、ディスプレイ３１１に出力することとした。これにより、情報提
供装置１００のユーザに対して、特定の病名の患者ごとの処方終了日を認識させることが
できる。したがって、情報提供装置１００のユーザは、特定の病名の患者に対して、適切
な時期の来院を促すことができる。
【０１３０】
　また、情報提供装置１００によれば、転帰が「継続」である患者の患者ＩＤと処方終了
日とを関連付けて、ディスプレイ３１１に出力することとした。これにより、情報提供装
置１００のユーザに対して、継続的に診察されるべき患者ごとの処方終了日を認識させる
ことができる。したがって、情報提供装置１００のユーザは、継続的に診察されるべき患
者に対して、適切な時期の来院を促すことができる。
【０１３１】
　また、情報提供装置１００によれば、診療科が「精神科」である患者の患者ＩＤと処方
終了日とを関連付けて、ディスプレイ３１１に出力することとした。これにより、情報提
供装置１００のユーザに対して、特定の診療科を受診している患者ごとの処方終了日を認
識させることができる。したがって、情報提供装置１００のユーザは、特定の診療科を受
診している患者に対して、適切な時期の来院を促すことができる。
【０１３２】
　また、情報提供装置１００によれば、処方薬剤が「インスリン注射」である患者の患者
ＩＤと処方終了日とを関連付けて、ディスプレイ３１１に出力することとした。これによ
り、情報提供装置１００のユーザに対して、特定の薬剤が処方されている患者ごとの処方
終了日を認識させることができる。したがって、情報提供装置１００のユーザは、特定の
薬剤が処方されている患者に対して、適切な時期の来院を促すことができる。
【０１３３】
　また、情報提供装置１００は、患者の病名、患者の転帰、患者が診察された診療科、患
者が処方された薬剤のうち、１～２項目を用いて継続患者の特定を行うこととしたが、こ
れに限るものではなく、３以上の項目を用いて継続患者の特定を行うこととしてもよい。
また、情報提供装置１００が複数の項目を用いて継続患者の特定を行う場合、項目の組み
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合わせは、いずれの組み合わせであってもよい。
【０１３４】
　また、情報提供装置１００によれば、患者ＩＤと残余日数とを関連付けて、ディスプレ
イ３１１に出力することとした。これにより、情報提供装置１００のユーザに対して、患
者ごとの残余日数を一目で認識させることができる。したがって、残余日数を参照して患
者を検索する手間を省くことができ、情報提供装置１００のユーザは、効率的に患者に適
切な時期の来院を促すことができる。
【０１３５】
　また、情報提供装置１００によれば、残余日数に基づいて決定された表示形式によって
、患者ＩＤと処方終了日と残余日数とを関連付けて、ディスプレイ３１１に出力すること
とした。これにより、情報提供装置１００のユーザに対して、残余日数の少ない患者と多
い患者とを一目で見分けさせることができる。したがって、残余日数を参照して患者を検
索する手間を省くことができ、情報提供装置１００のユーザは、効率的に患者に適切な時
期の来院を促すことができる。
【０１３６】
　また、情報提供装置１００によれば、患者ＩＤと処方終了日と残余日数とを、処方終了
日が早い順に並べてディスプレイ３１１に出力することとした。これにより、情報提供装
置１００のユーザに対して、処方した薬剤が早く切れる患者を一目で認識させることがで
きる。したがって、情報提供装置１００のユーザは、処方終了日の迫っている患者から優
先的に、適切な時期の来院を促すことができる。
【０１３７】
　また、情報提供装置１００によれば、現在日よりも前の予約日に来院していない患者の
患者ＩＤと処方終了日と残余日数とを、ディスプレイ３１１に出力することとした。これ
により、情報提供装置１００のユーザに対して、予約日が過ぎているにもかかわらず来院
していない患者を認識させることができる。したがって、情報提供装置１００のユーザは
、予約日が過ぎているにもかかわらず来院していない患者に対して来院を促すことができ
る。また、予約日が過ぎているにもかかわらず来院していない患者は、薬剤の処方や検査
の実施が急務であることがあるため、これにより、薬剤の処方や検査の実施が急務な患者
に対して来院を促すことができる。
【０１３８】
　また、情報提供装置１００によれば、残余日数が３日以内である患者の患者端末２０１
－ｉに対して、来院を促す旨のメールを送信することとした。これにより、通知から来院
を推奨する日までの時間が長すぎることによる患者の受診し忘れを防止することができる
。また、通知から来院を推奨する日までの時間が短すぎることにより患者が受診する時間
を作ることができないといったことを防止することができる。
【０１３９】
　また、情報提供装置１００によれば、予約された検査を受検していない患者の患者ＩＤ
と処方終了日とを関連付けて、ディスプレイ３１１に出力することとした。これにより、
情報提供装置１００のユーザに対して、予約された検査を受検していない患者を認識させ
ることができる。したがって、情報提供装置１００のユーザは、予約された検査を受検し
ていない患者に対して、適切な時期の来院を促すことができる。
【０１４０】
　なお、本実施の形態で説明した情報提供方法は、予め用意されたプログラムをパーソナ
ル・コンピュータやワークステーション等のコンピュータで実行することにより実現する
ことができる。本情報提供プログラムは、ハードディスク、フレキシブルディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピ
ュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される。また本情報提供プロ
グラムは、インターネット等のネットワークを介して配布してもよい。
【０１４１】
　上述した実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
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【０１４２】
（付記１）患者に第一の来院で処方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを前記患
者の識別情報ごとに記憶する記憶部の中から、第二の来院が必要な患者の条件に合致する
患者に処方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを抽出する抽出工程と、
　前記抽出工程によって抽出された前記薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とに基づいて
、前記薬剤の処方期間の終了日を算出する算出工程と、
　前記算出工程によって算出された前記薬剤の処方期間の終了日と、前記条件に合致する
患者の識別情報とを関連付けた前記第二の来院に関する情報を出力する出力工程と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする情報提供プログラム。
【０１４３】
（付記２）前記記憶部は、患者の病名と前記患者に第一の来院で処方された薬剤の処方日
と前記薬剤の処方期間とを前記患者の識別情報ごとに記憶しており、
　前記抽出工程は、
　前記記憶部の中から、特定の病名を前記条件として、該条件に合致する患者に処方され
た薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを抽出することを特徴とする付記１に記載の情報
提供プログラム。
【０１４４】
（付記３）前記記憶部は、患者の転帰状態を示す転帰情報と前記患者に第一の来院で処方
された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを前記患者の識別情報ごとに記憶しており、
　前記抽出工程は、
　前記記憶部の中から、継続治療が必要である旨の転帰情報を前記条件として、該条件に
合致する患者に処方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを抽出することを特徴と
する付記１または２に記載の情報提供プログラム。
【０１４５】
（付記４）前記記憶部は、患者が薬剤を処方された診療科と前記患者に第一の来院で処方
された前記薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを前記患者の識別情報ごとに記憶してお
り、
　前記抽出工程は、
　前記記憶部の中から、特定の診療科を前記条件として、該条件に合致する患者に処方さ
れた薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを抽出することを特徴とする付記１乃至３のい
ずれか一つに記載の情報提供プログラム。
【０１４６】
（付記５）前記記憶部は、患者に第一の来院で処方された薬剤の名称と前記患者に第一の
来院で処方された前記薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを前記患者の識別情報ごとに
記憶しており、
　前記抽出工程は、
　前記記憶部の中から、特定の名称の薬剤を前記条件として、該条件に合致する患者に該
薬剤が処方された処方日と前記薬剤の処方期間とを抽出することを特徴とする付記１乃至
４のいずれか一つに記載の情報提供プログラム。
【０１４７】
（付記６）前記算出工程によって算出された前記薬剤の処方期間の終了日から現在日まで
の期間を算出する他の算出工程を前記コンピュータに実行させ、
　前記出力工程は、
　前記他の算出工程によって算出された前記薬剤の処方期間の終了日から現在日までの期
間と、前記条件に合致する患者の識別情報とを関連付けた前記第二の来院に関する情報を
出力することを特徴とする付記１乃至５のいずれか一つに記載の情報提供プログラム。
【０１４８】
（付記７）前記算出工程によって算出された算出結果に基づいて、前記条件に合致する患
者に関する患者情報を表示画面に表示する際の表示形式を決定する決定工程を前記コンピ
ュータに実行させ、
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　前記出力工程は、
　前記決定工程によって決定された前記表示形式により、前記患者情報を前記表示画面に
表示することを特徴とする付記６に記載の情報提供プログラム。
【０１４９】
（付記８）前記決定工程は、
　前記他の算出工程によって算出された算出結果に基づいて、前記患者情報を前記表示画
面に表示する際の表示形式を決定することを特徴とする付記７に記載の情報提供プログラ
ム。
【０１５０】
（付記９）前記出力工程は、
　複数の患者の各々の患者に処方された薬剤の処方期間の終了日が算出された結果、前記
各々の患者に関する患者情報を、前記各々の患者に処方された薬剤の処方期間の終了日が
早い順に並べて出力することを特徴とする付記１乃至８のいずれか一つに記載の情報提供
プログラム。
【０１５１】
（付記１０）前記患者情報は、前記条件に合致する患者の識別情報と前記条件に合致する
患者に処方された前記薬剤の処方期間の終了日とを含むことを特徴とする付記７乃至９の
いずれか一つに記載の情報提供プログラム。
【０１５２】
（付記１１）前記患者情報は、前記条件に合致する患者の識別情報と前記条件に合致する
患者に処方された前記薬剤の処方期間の終了日から現在日までの期間とを含むことを特徴
とする付記７乃至１０のいずれか一つに記載の情報提供プログラム。
【０１５３】
（付記１２）前記記憶部は、患者が予約した診察の受診履歴と前記患者に第一の来院で処
方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを前記患者の識別情報ごとに記憶しており
、
　前記抽出工程は、
　前記記憶部の中から、予約した診察を受診していないことを示す受診履歴を前記条件と
して、該条件に合致する患者に処方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを抽出す
ることを特徴とする付記１乃至１１のいずれか一つに記載の情報提供プログラム。
【０１５４】
（付記１３）前記記憶部は、患者が予約した診察の予約日と前記診察の受診履歴と前記患
者に第一の来院で処方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを前記患者の識別情報
ごとに記憶しており、
　前記抽出工程は、
　前記記憶部の中から、現在日より前の予約日に予約した診察を受診していないことを示
す受診履歴を前記条件として、該条件に合致する患者に処方された薬剤の処方日と前記薬
剤の処方期間とを抽出することを特徴とする付記１２に記載の情報提供プログラム。
【０１５５】
（付記１４）前記他の算出工程によって算出された前記薬剤の処方期間の終了日から現在
日までの期間が所定日数以下か否かを判定する判定工程を前記コンピュータに実行させ、
　前記記憶部は、患者の端末の宛先情報を前記患者の識別情報ごとに記憶しており、
　前記抽出工程は、
　前記記憶部の中から、前記条件に合致する患者の端末の宛先情報を抽出し、
　前記出力工程は、
　前記判定工程によって前記所定日数以下と判定された場合、前記条件に合致する患者の
前記第二の来院を促す旨のメッセージ情報を、前記抽出工程によって抽出された前記宛先
情報を宛先として送信することを特徴とする付記６乃至８のいずれか一つに記載の情報提
供プログラム。
【０１５６】
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（付記１５）前記出力工程は、
　前記判定工程によって前記所定日数以下と判定された場合、前記条件に合致する患者に
前記薬剤が処方された診療科の診療の予約を促す旨のメッセージ情報を前記条件に合致す
る患者の端末に送信することを特徴とする付記１４に記載の情報提供プログラム。
【０１５７】
（付記１６）前記記憶部は、患者が受検する検査の予約日を前記患者の識別情報ごとに記
憶しており、
　前記コンピュータに、
　前記記憶部の中から、いずれかの患者が受検する検査の予約日を抽出する検査日抽出工
程と、
　前記検査日抽出工程によって抽出された前記検査の予約日から現在日までの期間を算出
する期間算出工程と、
　前記期間算出工程によって算出された前記患者が受検する検査の予約日から現在日まで
の期間と、前記いずれかの患者の識別情報とを関連付けて出力する期間出力工程と、
　を実行させることを特徴とする付記１乃至１５のいずれか一つに記載の情報提供プログ
ラム。
【０１５８】
（付記１７）患者に第一の来院で処方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを前記
患者の識別情報ごとに記憶する記憶部と、
　前記記憶部の中から、第二の来院が必要な患者の条件に合致する患者に処方された薬剤
の処方日と前記薬剤の処方期間とを抽出する抽出部と、
　前記抽出部によって抽出された前記薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とに基づいて、
前記薬剤の処方期間の終了日を算出する算出部と、
　前記算出部によって算出された前記薬剤の処方期間の終了日と、前記条件に合致する患
者の識別情報とを関連付けた前記第二の来院に関する情報を出力する出力部と、
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【０１５９】
（付記１８）患者に第一の来院で処方された薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とを前記
患者の識別情報ごとに記憶する記憶部を有するコンピュータが、
　前記記憶部の中から、第二の来院が必要な患者の条件に合致する患者に処方された薬剤
の処方日と前記薬剤の処方期間とを抽出する抽出工程と、
　前記抽出工程によって抽出された前記薬剤の処方日と前記薬剤の処方期間とに基づいて
、前記薬剤の処方期間の終了日を算出する算出工程と、
　前記算出工程によって算出された前記薬剤の処方期間の終了日と、前記条件に合致する
患者の識別情報とを関連付けた前記第二の来院に関する情報を出力する出力工程と、
　を実行することを特徴とする情報提供方法。
【符号の説明】
【０１６０】
　１００　情報提供装置
　１０１　診療情報マスタ
　２００　情報提供システム
　２０１－ｉ　患者端末
　２１０　予約マスタ
　２２０　患者病名マスタ
　２３０　患者個人情報マスタ
　２４０　ネットワーク
　２５０　継続患者マスタ
　２６０　算出結果登録マスタ
　８０１　記憶部
　８０２　抽出部
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　８０３　第１算出部
　８０４　第２算出部
　８０５　判定部
　８０６　出力部
　８０７　決定部

【図１】 【図２】
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